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第

五

十

号

議

案 

  

江

戸

川

区

新

左

近

川

親

水

公

園

カ

ヌ

ー

場

条

例 

   

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。 

  

平

成

三

十

年

六

月

十

九

日 

  

提

出

者 
 

江

戸

川

区

長 

多

田

正

見 
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江

戸

川

区

新

左

近

川

親

水

公

園

カ

ヌ

ー

場

条

例 

 
（

趣

旨

） 
第

一

条 

こ

の

条

例

は

、

江

戸

川

区

新

左

近

川

親

水

公

園

カ

ヌ

ー

場

（

以

下

「

新

左

近

川

親

水

公

園

カ

ヌ

ー

場

」

と

い

う

。

）

の

設

置

及

び

管

理

に

関

し

必

要

な

事

項

を

定

め

る

も

の

と

す

る

。 

（

設

置

） 

第

二

条 

ス

ポ

ー

ツ

及

び

レ

ク

リ

エ

ー

シ

ョ

ン

の

振

興

を

図

り

、

健

康

で

文

化

的

な

区

民

生

活

の

向

上

に

寄

与

す

る

た

め

、

新

左

近

川

親

水

公

園

カ

ヌ

ー

場

を

次

の

と

お

り

設

置

す

る

。 

 
 
 

名

称 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

位

置 

江

戸

川

区

新

左

近

川

親

水

公

園

カ

ヌ

ー

場 

江

戸

川

区

臨

海

町

二

丁

目

地

先 

 

（

事

業

） 

第

三

条 

新

左

近

川

親

水

公

園

カ

ヌ

ー

場

は

、

前

条

の

設

置

目

的

を

達

成

す

る

た

め

、

次

の

事

業

を

行

う

。 

一 

新

左

近

川

親

水

公

園

カ

ヌ

ー

場

の

利

用

に

関

す

る

こ

と

。 

二 

ス

ポ

ー

ツ

及

び

レ

ク

リ

エ

ー

シ

ョ

ン

の

普

及

並

び

に

コ

ミ

ュ

ニ

テ

ィ

活

動

の

増

進

に

関

す

る

こ

と

。 

三 

そ

の

他

江

戸

川

区

長

（

以

下

「

区

長

」

と

い

う

。

）

が

必

要

と

認

め

る

事

業

に

関

す

る

こ

と

。 

 

（

利

用

区

分

） 
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第

四

条 

新

左

近

川

親

水

公

園

カ

ヌ

ー

場

の

利

用

の

区

分

は

、

次

の

と

お

り

と

す

る

。 

一 

貸

切

利

用 
二 

一

般

公

開

利

用 

（

利

用

承

認

） 

第

五

条 
新

左

近

川

親

水

公

園

カ

ヌ

ー

場

を

利

用

し

よ

う

と

す

る

者

は

、

区

長

の

承

認

を

受

け

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

２ 

区

長

は

、

前

項

の

利

用

の

承

認

に

際

し

、

管

理

上

必

要

な

条

件

を

付

け

る

こ

と

が

で

き

る

。 

（

利

用

の

不

承

認

） 

第

六

条 

区

長

は

、

新

左

近

川

親

水

公

園

カ

ヌ

ー

場

の

利

用

に

つ

い

て

、

次

の

各

号

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

と

認

め

る

と

き

は

、

利

用

を

承

認

し

な

い

。 

一 

公

益

を

害

す

る

お

そ

れ

が

あ

る

と

き

。 

二 

秩

序

を

乱

す

お

そ

れ

が

あ

る

と

き

。 

三 

そ

の

他

管

理

上

支

障

が

あ

る

と

き

。 

（

施

設

及

び

使

用

料

） 

第

七

条 

新

左

近

川

親

水

公

園

カ

ヌ

ー

場

の

施

設

及

び

そ

の

使

用

料

は

、

別

表

第

一

及

び

別

表

第

二

の

と

お

り

と

す

る

。 

２ 

新

左

近

川

親

水

公

園

カ

ヌ

ー

場

の

付

帯

設

備

、

備

付

器

具

及

び

そ

の

使

用

料

は

、

江

戸

川

区

規

則

（

以

下

「

規

則

」

と

い

う

。

）

の

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

る

。 

（

使

用

料

の

納

付

） 
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第

八

条 

第

五

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

利

用

の

承

認

を

受

け

た

者

（

以

下

「

利

用

者

」

と

い

う

。

）

は

、

直

ち

に

前

条

に

定

め

る

使

用

料

を

納

付

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 
（

使

用

料

の

減

額

又

は

免

除

） 

第

九

条 

第

七

条

の

使

用

料

は

、

区

長

が

規

則

で

定

め

る

理

由

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

減

額

し

、

又

は

免

除

す

る

こ

と

が

で

き

る

。 

（

使

用

料

の

不

還

付

） 

第

十

条 

既

に

納

付

し

た

使

用

料

は

、

還

付

し

な

い

。

た

だ

し

、

区

長

が

規

則

で

定

め

る

理

由

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

そ

の

一

部

又

は

全

部

を

還

付

す

る

こ

と

が

で

き

る

。 

（

利

用

承

認

の

取

消

し

等

） 

第

十

一

条 

区

長

は

、

新

左

近

川

親

水

公

園

カ

ヌ

ー

場

の

利

用

に

つ

い

て

、

次

の

各

号

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

と

認

め

る

と

き

は

、

利

用

の

承

認

を

取

り

消

し

、

又

は

利

用

を

制

限

し

、

若

し

く

は

停

止

す

る

こ

と

が

で

き

る

。 

一 

こ

の

条

例

又

は

こ

の

条

例

に

基

づ

く

規

則

そ

の

他

の

規

程

に

違

反

し

た

と

き

。 

二 

利

用

の

目

的

に

反

し

、

又

は

利

用

の

条

件

に

違

反

し

た

と

き

。 

三 

災

害

そ

の

他

の

事

故

に

よ

り

施

設

の

利

用

が

で

き

な

く

な

っ

た

と

き

。 

四 

そ

の

他

区

長

が

特

に

必

要

と

認

め

る

と

き

。 

（

原

状

回

復

の

義

務

） 

第

十

二

条 

利

用

者

は

、

そ

の

利

用

が

終

わ

っ

た

と

き

、

又

は

利

用

を

停

止

さ

れ

、

若

し

く

は

利

用

の

承

認

を

取

り

消

さ

れ

た

と

き

は

、

直

ち

に

施

設

を

原

状

に

回

復

し

な

け

れ

ば

な

ら

な
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い

。 

２ 

利

用

者

が

前

項

の

義

務

を

履

行

し

な

い

と

き

は

、

区

長

が

執

行

し

、

そ

の

費

用

を

利

用

者

か

ら

徴

収

す

る

。 

（

利

用

権

の

譲

渡

等

の

禁

止

） 

第

十

三

条 
利

用

者

は

、

利

用

の

権

利

を

譲

渡

し

、

又

は

転

貸

し

て

は

な

ら

な

い

。 

（

損

害

賠

償

の

義

務

） 

第

十

四

条 

利

用

者

は

、

施

設

若

し

く

は

付

帯

設

備

等

を

毀

損

し

、

又

は

滅

失

し

た

と

き

は

、

区

長

の

定

め

る

損

害

額

を

賠

償

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

た

だ

し

、

区

長

が

や

む

を

得

な

い

理

由

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

賠

償

額

を

減

額

し

、

又

は

免

除

す

る

こ

と

が

で

き

る

。 

（

特

別

の

設

備

等

） 

第

十

五

条 

新

左

近

川

親

水

公

園

カ

ヌ

ー

場

を

利

用

し

よ

う

と

す

る

者

で

、

施

設

に

特

別

の

設

備

を

し

、

若

し

く

は

変

更

を

加

え

、

又

は

付

帯

設

備

以

外

の

も

の

を

使

用

し

よ

う

と

す

る

と

き

は

、

区

長

の

承

認

を

受

け

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

（

委

任

） 

第

十

六

条 

こ

の

条

例

の

施

行

に

つ

い

て

必

要

な

事

項

は

、

規

則

で

定

め

る

。 

  
 
 

付 

則 

 

（

施

行

期

日

） 

１ 

こ

の

条

例

は

、

規

則

で

定

め

る

日

（

以

下

「

施

行

日

」

と

い

う

。

）

か

ら

施

行

す

る

。

た
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だ

し

、

次

項

の

規

定

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。 

 
（

準

備

行

為

） 
２ 
こ

の

条

例

の

規

定

に

基

づ

き

区

長

が

行

う

利

用

の

承

認

そ

の

他

新

左

近

川

親

水

公

園

カ

ヌ

ー

場

の

管

理

の

た

め

に

必

要

な

行

為

は

、

施

行

日

前

に

お

い

て

も

行

う

こ

と

が

で

き

る

。 

 

別

表

第

一

（

第

七

条

関

係

） 

 

貸

切

使

用

料 

       

備

考 一 

利

用

者

が

入

場

料

そ

の

他

こ

れ

に

類

す

る

料

金

（

以

下

「

入

場

料

等

」

と

い

う

。

）

を

徴

収

す

る

場

合

は

、

規

定

使

用

料

の

五

割

相

当

額

と

入

場

料

等

の

総

収

入

金

額

の

一

割

相

当

額

の

い

ず

れ

か

高

い

額

を

増

徴

す

る

。 

 
 

二 

体

育

目

的

以

外

の

行

事

に

利

用

す

る

場

合

は

、

規

定

使

用

料

の

三

十

割

相

当

額

を

増

多

目

的

カ

ヌ

ー

場 

カ

ヌ

ー

ポ

ロ

場 

カ

ヌ

ー

ス

プ

リ

ン

ト

場 

カ

ヌ

ー

ス

ラ

ロ

ー

ム

場 

施

設

名 

一

時

間 

一

面

一

時

間 

一

時

間 
一

時

間 

単

位 

四

一

〇

円

四

一

〇

円

四

一

〇

円

四

一

〇

円

使

用

料 
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徴

す

る

。 

別

表

第

二

（

第

七

条

関

係

） 

 

一

般

公

開

使

用

料 

              

（

説

明

） 

ス

ポ

ー

ツ

及

び

レ

ク

リ

エ

ー

シ

ョ

ン

の

振

興

を

図

り

、

健

康

で

文

化

的

な

区

民

生

活

の

向

上

多

目

的

カ

ヌ

ー

場 

カ

ヌ

ー

ポ

ロ

場 

カ

ヌ

ー

ス

プ

リ

ン

ト

場 

カ

ヌ

ー

ス

ラ

ロ

ー

ム

場 

施

設

名 

一

時

間 

一

面

一

時

間 

一

時

間 

一

時

間 単

位 

小

・

中

学

生 

一

般

（

高

校

生

以

上

） 

小

・

中

学

生 

一

般

（

高

校

生

以

上

） 

小

・

中

学

生 

一

般

（

高

校

生

以

上

） 

小

・

中

学

生 

一

般

（

高

校

生

以

上

） 

利

用

者

の

区

分 

五

〇

円

一

〇

〇

円

五

〇

円

一

〇

〇

円

五

〇

円

一

〇

〇

円

五

〇

円

一

〇

〇

円

使

用

料 
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に

寄

与

す

る

た

め

、

江

戸

川

区

新

左

近

川

親

水

公

園

カ

ヌ

ー

場

の

設

置

及

び

管

理

に

つ

い

て

定

め

る

必

要

が

あ

る

の

で

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。 

  


